
議案第３３号 三田市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

公園みどり課 

新たに平成２８年４月１日からしおかけばし公園、第二テクノ公園及

び皿池湿原公園の供用を開始するに当たり、当該条例の一部を改正し

ようとするもの。 

内 容 

【関係法令】 都市公園法 

 

【改正内容】 都市公園の追加（別表第 1） 

番号 名称 所在地 摘要 面積 

159 しおかけばし公園 上井沢 156 番 5 街区公園 272.87 ㎡ 

160 第二テクノ公園 テクノパーク 46 番 2 近隣公園 52,226.04 ㎡ 

161 皿池湿原公園 テクノパーク 46 番 1 風致公園 293,490.04 ㎡ 

 

【施行期日】 平成 28 年 4 月 1 日 

 

 


